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2020年 1月 1日より中華人民共和国外商投資法（以下、「外商投資法」とします。）が施行

されます。これまで、外国から中国国内へ投資して設立される企業（以下、「外資企業」とし

ます。）に関しては、いわゆる外資三法（以下で解説します。）が規定しており、投資形態に

応じて個別の法律体系の下で管理が行われてきましたが、外商投資法の施行後は、原則とし

て投資形態にかかわらず外商投資法の下で管理されることになります。今回は、外商投資法

の施行に伴う「外資企業」の管理体制の変化について整理します。 

 

 

１．「外商投資法」施行前の外資企業に対する管理体制 

中国国内（香港・マカオ等の特別地域は除きます。）に投資、設立される企業は、出資者の

属性に応じて内資企業、外資企業に区別されます。通常、内資企業は、出資者が中国人もし

くは中国国内企業のみから構成される企業、外資企業は、出資者に外国人もしくは外国国企

業が含まれる企業、というように定義されます。現在では、内資企業、外資企業にかかわら

ず「公司法」の適用をうけますが、「外資企業」については、「公司法」（1993 年制定）の適

用を受けると同時に、「公司法」が制定される以前に制定されていたいわゆる外資三法（以下、

「外資三法」とします。）の適用を受けてきました。外資三法とは、「中外合資経営企業法」

（1979 年制定）、「外資企業法」（1986 年制定）、「中外合作経営企業法」（1988 年制定）を指

しますが、中国の改革開放政策に伴い外資の導入を認める過程で順次制定されてきました。

この前提として、外国から中国への投資は“原則として禁止”であり、政府の許可を得て初

めて投資が可能とされていたという事情があります。このように、いわゆる外資三法は、外

国企業が中国へ投資するための条件を規定する法律としての意義を有していましたが、中国

経済の発展や改革開放の深化とともに外資三法による外資企業に対する規制の意義が希薄化、

形骸化していました。 

 

２．「外商投資法」施行後の外資企業に対する管理体制 

「外商投資法」の施行に伴い、いわゆる「外資三法」は廃止されます。また、「外商投資法」

では、外国から中国への投資に対して原則としてネガティブリスト管理を行うこととし、投

資目的が「ネガティブリスト」に該当しない場合には、内資企業と同様の管理を行うことと

しています。これは、外国からの中国への投資が“原則として禁止”から“原則として自由”

に変化するという、大きなパラダイム転換が行われたものといえます。また、外資三法の下

では、外資企業の企業形態、組織、財務等についても詳細に規定されていましたが、「外商投

資法」の施行後は原則として「公司法」の管理に委ねられることになります。 
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◇「外商投資法」施行後の外資企業の概要 

項目 外商投資法施行後の外資企業の概要 

投資に対する規制 

ネガティブリストに規定される領域以外の投資目的については、原則と

して自由 

（ただし、内資企業と同様の待遇を受ける、という意味においての自由） 

最高意思決定機関 株主会、もしくは株主（単独の場合） 

経営責任 
董事 

（董事会（3～１３名）もしくは執行董事(1名)による意思決定） 

最低資本金 規制なし 

資本金払込期限 規制なし 

法定内部留保（法定利益剰余金） 準備基金（最低 10％、登録資本金の 50％に至るまで）のみ 

 

【ご案内】 

上海成和ビジネスコンサルティング（税理士法人成和）では、2019 年 10 月より毎月、 

“ツボを押さえる中国ビジネス基礎講座” と題した無料勉強会の開催を予定しておりま

す。1月、2月のテーマは以下の通りとなっております。参加をご希望の方は、下記の連

絡先（担当：西澤）までお問い合わせください。 

➢ 2020年 1月 15日（水）16:00～17:30  【定員 5名】 

テーマ ：  労務管理の基礎を理解しよう 

         ～  “労働契約と就業規則のポイント”について 

➢ 2020年 2月 26日（水）16:00～17:30  【定員 5名】 

テーマ ：  対外取引の基礎を理解しよう 

         ～  “外貨管理と税務”について 

講師  ：  上海成和ビジネスコンサルティング 浅井智志 

会場  ：  上海成和ビジネスコンサルティング 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

（執筆者連絡先） 
上海成和ビジネスコンサルティング（SSBC） / 税理士法人 成和 代表 渡辺基成 
住所：上海市長寧区延安西路 1600 号 禾森商務中心 303 室 
電話番号：+86‐21‐5237-6737 
E-mail: info@seiwa-group.jp   Website: http://www.seiwa-group.jp/ 

http://www.seiwa-group.jp/

